
せ

ら

知

お

募

集
　
　
　
　

談

相

料

無

も

座
講
・
し
お
よ
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間
」
に
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受

信
障
害
防
止
に
向
け
た
活
動
を
集

中
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
テ
レ
ビ
が
き
れ
い
に
映
ら
な
い
、

ラ
ジ
オ
に
雑
音
が
入
っ
て
聴
け
な

い
場
合
で
、
近
所
で
も
同
じ
状
況

の
場
合
は
、
総
務
省
信
越
総
合
通

信
局
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い（
無
料
）。

問
総
務
省
信
越
総
合
通
信
局
（
テ

レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
な
ど
放
送
の
受
信

障
害
に
関
す
る
こ
と
＝
受
信
障
害

対
策
官
（
☎
０
２
６
・
２
３
４
・

９
９
９
１
）、
不
法
無
線
局
に
関

す
る
こ
と
＝
監

視
調
査
課
（
☎

０
２
６
・
２
３

４・９
９
７
６
））

　クマは、秋になると冬眠に備え、エサを求めて活発に行動
します。人身被害を防止するため、次のことに気を付けましょう。
●人家近くにクマを引き寄せないために
○エサとなる物を放置しない
　未収穫の柿や栗など、エサとなる物があるとクマを引き寄
せる原因となります。不要な果実や野菜は放置せず、早めに
収穫・処分しましょう。
●クマに出合わないために
○早朝・夕暮れ時は特に注意
　山林や川辺はクマが出没する可能性が高いため、特にクマが
活発に行動する早朝や夕暮れ時は立ち入らないようにしましょう。
○音を鳴らして人の存在を知らせる
　クマ鈴やラジオなど音が鳴る物を利用し、人がいることを
クマに知らせるようにしましょう。
●クマに出合ったら
○慌てずに後ずさり
　目を離さず、ゆっくり離れましょう。

クマの出没に注意してください
～クマによる人身被害を防止するために～

 問合せ…都市整備課（☎025-520-5763）

高
齢
者
交
通
事
故
防
止
運
動

　
高
齢
化
社
会

の
進
展
に
伴

い
、
高
齢
者
が

被
害
者
と
な
る

交
通
事
故
が
多

発
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
運
転
者

に
よ
る
事
故
の
割
合
が
増
え
て
い

ま
す
。
運
動
の
重
点
に
特
に
注
意

し
、
高
齢
者
の
交
通
事
故
を
防
止

し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
高
齢
者
が

い
る
家
庭
で
は
、
交
通
安
全
と
併

せ
て
、
免
許
の
自
主
返
納
の
時
期

に
つ
い
て
も
、
家
庭
内
で
話
し
合

い
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

時
10
月
1
日
㊏
～
10
月
31
日
㊊

●
ス
ロ
ー
ガ
ン

『
ひ
ろ
げ
よ
う　
長
寿
社
会
へ　

無
事
故
の
輪
』

●
運
動
の
重
点

①
高
齢
運
転
者
の
交
通
事
故
防
止

②�

道
路
横
断
時
の
安
全
確
認
と
夜

光
反
射
材
の
積
極
的
な
活
用

③�

早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯
と
小
ま
め

な
切
り
替
え

問
市
民
安
全
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
０
・
５
６
６
１
）

10
月
は 

「
食
品
ロ
ス
削
減
月
間
」で
す

　
ま
だ
食
べ
ら
れ
る
の
に
捨
て
ら

れ
て
し
ま
う
食
品
を「
食
品
ロ
ス
」

と
言
い
ま
す
。

　
新
潟
県
で
は
、
食
品
ロ
ス
が
年

間
約
９
万
ト
ン
（
平
成
30
年
度
推

計
）
発
生
し
て
い
ま
す
。
食
品
ロ

ス
を
削
減
す
る
た
め
に
、
私
た
ち

が
で
き
る
こ
と
の
一
例
を
紹
介
し

ま
す
。
食
へ
の「
感
謝
」と「
も
っ

た
い
な
い
」
の
意
識
を
よ
り
強
く

持
ち
、
食
品
ロ
ス
削
減
に
向
け
て

行
動
し
ま
し
ょ
う
。

●�

買
い
物
＝
①
出
掛
け
る
前
に
冷

蔵
庫
の
中
身
を
確
認
す
る　
②

地
場
産
食
材
を
積
極
的
に
選
ぶ　

③
商
品
は
手
前
か
ら
取
る

●�

保
存
＝
①
食
材
に
応
じ
て
適
切

に
保
存
す
る　
②
冷
蔵
庫
内
の

在
庫
管
理
を
定
期
的
に
行
う

●
調
理
＝
作
り
過
ぎ
を
避
け
る

●�

外
食
＝
食
べ
き
れ
る
量
を
注
文

す
る

●�

そ
の
他
＝
家
庭
で
余
っ
た
食
品

を
フ
ー
ド
バ
ン
ク
な
ど
へ
提
供

す
る

問
農
政
課
（
☎
０
２
５・５
２
０・

５
７
４
７
）、
生
活
環
境
課
（
☎

０
２
５
・
５
２
０
・
５
８
１
６
）

10
月
は「
受
信
環
境 

ク
リ
ー
ン
月
間
」で
す

　
信
越
総
合
通

信
局
で
は
10
月

の
「
受
信
環
境

ク
リ
ー
ン
月

詳しくは

 問合せ…環境保全課（☎025-520-5690）

●上越都市計画（火葬場）の変更案
時９月27日㊋～10月10日㊊・㊗午
前８時30分～午後５時15分　所都
市整備課（平日以外は時間外受付）　
申住民および利害関係人で都市計画
の変更案について意見を提出する場合は、縦覧
期間満了の日までに意見書を縦覧場所へ提出
●上越都市計画（道路）の変更に関する素案
　都市計画法に基づき公聴会を行うことから、
パブリックコメントは実施しません。
○縦覧
時９月30日㊎～10月９日㊐午前８時30分～午
後５時15分　所都市整備課（平日以外は時間
外受付）および新潟県上越地域振興局地域整備
部計画調整課（平日のみ）
○説明会
時10月５日㊌午後７時～　所市役所木田第一
庁舎４階
○公聴会
時11月１日㊋午後７時～　所市役所木田第一
庁舎４階　対上越都市計画区域内の住民で公聴
会に出席して意見を述べる人　申10月９日㊐
までに書面を縦覧場所へ提出　他
意見がない場合は公聴会を中止し
ます。中止の場合は市ホームペー
ジでお知らせします

上越都市計画を縦覧します

詳しくは


